
対象者  

給付額  

電子ギフト受取期間  

受け取りに必要なもの  

裏面もご確認ください▶ 

令和８年２月  

恵庭市長 原田 裕  

 

 恵庭市から電子ギフト給付のお知らせ（ご案内） 

市では、物価高騰の影響を受ける家計負担の軽減を図るため、19～22歳の市民の方に 

電子ギフトを給付します。(本事業は恵庭市の委託を受けた事業者が実施しています。) 

電子ギフトを受け取るために、受け取り手続きが必要です。下記のとおり手続きをお願いします。 

記 

令和８年１月１日時点で恵庭市に住民登録がある19～22歳の方 

（平成15（2003）年4月2日～平成19（2007）年4月1日生まれ） 

 

対象者１人あたり 

ギフトラインナップ例：セブン銀行ATM受取、コンビニや店舗で使えるギフト、dポイントなど多数 

  ※セブン銀行ATM受取なら、最短当日に現金を受け取ることができます 

令和8年2月 20日（金）～  令和8年3月31日（火）  

※締切以降は一切受け取りできませんので、お早めに受け取り手続きをしてください！ 

電子ギフトは受け取り後すぐにご利用いただけます。 

受け取りボタン押下後、交換期限（6ヶ月後の月末）までにギフトに交換してください。 

交換後に、ギフトごとに異なる利用期間がスタートしますので、期限までにご利用ください。 

（１）スマートフォン 

（２）対象者一人ひとりに付与された I D ※下に記載 

（３）パスワードとしてご 自 身 の 西 暦 生 年 月 日 ８ ケ タ 

    例：平成１６年 1 月 1 日 生 ま れ の 方 は「 2 ００４ 0 1 0 1 」 

このお知らせは、電子ギフトを使い切るまで大切に保管してください。 

あなたのIDはこちら 

 

▼電子ギフト受け取りは 

  こちらから 

見本



【問い合わせ先】 

恵庭市 企画振興部 企画課 

若者に対する食費等生活支援事業担当 

電話：0123-33-3131（内線2341） 

 

以下の場合は問合せ先までご連絡ください。 

※一部交換レートが異なるギフトがありますので、ギフト交換前に必ず券面をご確認ください。交換後の取り消し・変更はできません。 

※ギフトのラインナップは変更になる場合がございます。 

 

※受取期限・交換期限・利用期限を過ぎると、ギフトの受け取りや交換、利用ができなくなりますので、ご注意ください。 

● この電子ギフトは、国の「重点支援地方交付金」を活用しています。 

● 本事業の詳細は市公式ホームページをご覧ください。 

 

 

● 受取方法が分からない場合 

● 電子ギフトの受け取り方法やギフトの利用方法がわからない場合 

● スマートフォンをお持ちでない等、受け取りが困難な場合（令和8年3月25日（水）まで） 

電子ギフトの受け取り方法 

その他 

５ 

６ 

※受取期間は2026年 

3月31日23:59まで 

※交換期限は受取日から 

6ヶ月後の月末 

※利用期限は商品により 

異なります 

市公式  
ホームページは 

こちら 






